
第 １ 号 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

政策会議案件書（ 審 議 案 件 ）  

  令 和 ５ 年 ８ 月 ３ 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
市 民 部 市 民 サ ー ビ ス 課  

案 件 名 称  
三 浦 市 印 鑑 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 基 本

方 針 に つ い て  

部 門 経 営  
会 議 で  
審 議 し た 日  

  ―  

資 料 の 有 無  ■ 有       □ 無  

審 議 依 頼 事 項  

 三 浦 市 印 鑑 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 基 本 方 針 を 別 紙

の と お り 決 定 す る こ と に つ い て  

現 状 と 課 題  

令 和 ５ 年 ３ 月 か ら 、 マ イ ナ ン バ ー カ ー ド を 利 用 し て 、 全

国 の コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア に 設 置 さ れ て い る マ ル チ コ ピ ー

機 で 住 民 票 の 写 し と 印 鑑 登 録 証 明 書 の コ ン ビ ニ 交 付 サ ー ビ

ス を 実 施 し て い る 。  

令 和 ５ 年 ５ 月 に 電 子 署 名 等 に 係 る 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス

テ ム 機 構 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 移 動

端 末 設 備 （ ス マ ー ト フ ォ ン ） に 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 を

搭 載 で き る よ う に な っ た 。  

そ れ に 伴 い 、 コ ン ビ ニ 交 付 サ ー ビ ス の 際 に 、 マ イ ナ ン バ

ー カ ー ド の ほ か 移 動 端 末 設 備 （ ス マ ー ト フ ォ ン ） を 利 用 す

る こ と が 可 能 と な っ た 。 そ の た め 、 コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア

に お け る 証 明 書 等 の 自 動 交 付 の サ ー ビ ス に 係 る 規 定 整 備 を

行 う 必 要 が 生 じ た も の で あ る 。  

案 件 担 当 部 課 等 の 見 解  

 別 紙 基 本 方 針 の と お り 三 浦 市 印 鑑 条 例 の 一 部 を 改 正 い た

し た い 。  

 審 議 決 定 後 は 、 令 和 ５ 年 第 ３ 回 三 浦 市 議 会 定 例 会 に 議 案

と し て 提 出 す る こ と と し た い 。  

総 合 計 画 及 び 予 算 と の 関 係  

 大 綱 ４  計 画 の 推 進 に 向 け て  

 目 標 ３  機 動 力 の あ る 市 役 所 づ く り  

 施 策 １  業 務 の 効 率 化  

 
備 考  

 説 明 員  ソ リ バ ン 市 民 サ ー ビ ス 課 長  

 

 

        


